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第 5 章 溶剤その他の製品の利用分野の推計手法 
有機溶剤及びその他の製品の使用により CO2, N2O, NMVOC が大気中に排出される。ここ

では、以下の製品の使用からの排出量を算定する。 
・ 塗装用溶剤 
・ 脱脂洗浄及びドライクリーニング 
・ 化学工業製品 
・ その他製品（麻酔剤等） 
 

5.1. 塗料（3.A.） 

我が国では塗装用溶剤が使用されている。しかし、塗装用溶剤の使用は基本的に溶剤の混

合のみであることから、化学反応は発生せず、CO2及び N2O は排出しないと考えられる。従

って「NA」として報告した。 
 

5.2. 脱脂洗浄及びドライクリーニング（3.B.） 

1） CO2 

我が国では脱脂洗浄およびドライクリーニングは行われているが、脱脂洗浄に関して

は、「化学反応を伴わない洗浄工程」と定義されており、CO2が発生することはないと考

えられる。ドライアイスや炭酸ガスを用いた洗浄方法では CO2が排出すると考えられる

が、日本ではほとんど行われていないと考えられる。 
ドライクリーニングに関しては、化学反応を生じる工程がないため、基本的には CO2

の発生はないと考えられるが、液化炭酸ガスを用いた洗浄方法が研究機関等において試

験的に用いられ、CO2を排出している可能性を完全には否定できない。 
脱脂洗浄及びドライクリーニングからの排出実態に関する十分なデータがないこと、

排出係数のデフォルト値がなく算定ができないことから「NE」と報告する。 

2） N2O 

我が国では、脱脂洗浄およびドライクリーニングは行われているが、脱脂洗浄は「化

学反応を伴わない洗浄工程」と定義されており、ドライクリーニングに関しても化学反

応を生じる工程がないため、N2O が発生することはないと考えられる。従って「NA」と

して報告した。 
 

5.3. 化学工業製品、製造及び工程（3.C.） 

（共通報告様式（CRF）では、NMVOC の排出量を報告することが求められている。） 
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5.4. その他（3.D.） 

5.4.1. 麻酔（3.D.-） 

1） CO2 

我が国では、麻酔剤としては N2O しか使用されておらず、CO2 は使用されていない。

「NA」と報告する。 
 

2） N2O 

■ 算定方法 

麻酔剤（笑気ガス）の使用に伴い排出される N2O の排出量については、麻酔剤として

医薬品の製造業者又は輸入販売業者から出荷された N2O の量をそのまま計上した。 

■ 排出係数 

医療用ガスとして使用される N2O は、全量が大気中に放出されると仮定したため、排

出係数は設定していない。 

■ 活動量 

厚生労働省「薬事工業生産動態統計年報」に示された、全身麻酔剤（亜酸化窒素）の

出荷数量（暦年値）を用いた。 
 

表 5-1  全身麻酔剤（亜酸化窒素）の出荷量（暦年値） 
項目 単位 1990 1995 2000 2003 2004 

笑気ガス出荷量 kg 926,030 1,411,534 1,099,979 1,034,947 959,816 
 

5.4.2. 消火機器（3.D.-） 

1） CO2 

我が国では、CO2 が充填された消火機器が使用されており、消火機器の使用により大

気中に CO2が排出される。しかし、消火機器に充填されている CO2は、全て石油化学や

石油精製等の際に発生した副生ガスであり、この排出は「1.A.1.b. 石油精製」等で算定

されていることから「IE」として報告する。 

2） N2O 

我が国では、窒素ガスが充填された消火機器が使用されており、この消火機器を使用

した際に排出された窒素ガスが化学反応を起こし、N2O が発生する可能性は否定できな

い。しかし、窒素ガスを充填した消火機器の使用に伴う N2O の排出実態についての十分

なデータが得られていないことから、現状では排出量の算定はできない。また、排出係

数のデフォルト値もないため、「NE」として報告する。 
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5.4.3. エアゾール（3.D.-） 

1） CO2 

わが国では、スプレー缶に CO2を充填するエアゾール製品の製造が行われている。そ

のエアゾール缶の使用において CO2が大気中に排出されると考えられるが、エアゾール

工業で使用する CO2は石化製品の副生ガスであり、この排出は燃料の燃焼部門（1A）で

計上されていることから「IE」と報告する。 

2） N2O 

我が国では、エアゾール製品の製造が行われているが、その製造において N2O は使用

しておらず、原理的に N2O の排出はないことから「NA」と報告した。 
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